
陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用に反対する意見書 
 
 日米両政府が在日米軍の再編協議の最終報告において、陸上自衛隊のキャン

プ・ハンセン共同使用について合意したことに対し、金武町議会は反対の意を

表明する。 
 在日米軍再編協議は、地元自治体をまったく無視して頭越しに合意された 

ものであり、キャンプ・ハンセン演習場での陸上自衛隊第一混成団の訓練は 

一方的な基地負担の押し付けのなにものでもない。陸上自衛隊第一混成団は 

地元の懸念を欺くかのごとく昨年１１月には、米海兵隊がイラクから持ち帰っ

た簡易手製爆弾（ＩＥＤ）を用いた研修を、米海兵隊と共に行なっている。今

後、レンジを使用した射撃訓練も予定されており、断じて許すことはできない。 
米軍が金武町に駐留以来、米兵による殺人・婦女子の暴行等数多くの事件、

事故を起こし、住民の人権を蹂躙してきた。また、本町は演習による山火事、

騒音、異臭、被弾、跳弾、赤土汚染等の被害をこうむり、理不尽な犠牲を強い

られてきた。現在においても実弾演習、爆破訓練、都市型戦闘訓練、ヘリに  

よる離発着及び民間上空での旋回訓練等が昼夜を問わず行われており、極めて

異常な事態は明らかで、安寧な住民生活が脅かされているのが実情である。 

これ以上の基地機能の強化負担は断じて許されない。 
 よって、金武町議会は日米両政府による陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン 

共同使用の合意に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう 

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 

記 
 

１．陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用合意の撤回 
 
 

平成１９年９月２８日 
沖 縄 県 金 武 町 議 会 

 
 
あて先   内閣総理大臣 
 
 
 



陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用に対する抗議決議 
 
 日米両政府が在日米軍の再編協議の最終報告において、陸上自衛隊のキャン

プ・ハンセン共同使用について合意したことに対し、金武町議会は反対の意を

表明する。 
 在日米軍再編協議は、地元自治体をまったく無視して頭越しに合意された 

ものであり、キャンプ・ハンセン演習場での陸上自衛隊第一混成団の訓練は 

一方的な基地負担の押し付けのなにものでもない。陸上自衛隊第一混成団は 

地元の懸念を欺くかのごとく昨年１１月には、米海兵隊がイラクから持ち帰っ

た簡易手製爆弾（ＩＥＤ）を用いた研修を、米海兵隊と共に行なっている。今

後、レンジを使用した射撃訓練も予定されており、断じて許すことはできない。 
米軍が金武町に駐留以来、米兵による殺人・婦女子の暴行等数多くの事件、

事故を起こし、住民の人権を蹂躙してきた。また、本町は演習による山火事、

騒音、異臭、被弾、跳弾、赤土汚染等の被害をこうむり、理不尽な犠牲を強い

られてきた。現在においても実弾演習、爆破訓練、都市型戦闘訓練、ヘリに  

よる離発着及び民間上空での旋回訓練等が昼夜を問わず行われており、極めて

異常な事態は明らかで、安寧な住民生活が脅かされているのが実情である。 

これ以上の基地機能の強化負担は断じて許されない。 
 よって、金武町議会は日米両政府による陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン 

共同使用の合意に対し抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現される 

よう強く要求する。 
 

記 
 

１．陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用合意の撤回 
 
 

平成１９年９月２８日 
沖 縄 県 金 武 町 議 会 

 
 
あて先   防衛大臣 
      外務大臣 
      沖縄防衛局長 
 



陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用に対する要請決議 
 
  日米両政府が在日米軍の再編協議の最終報告において、陸上自衛隊のキャ

ンプ・ハンセン共同使用について合意したことに対し、金武町議会は反対の意

を表明する。 
 在日米軍再編協議は、地元自治体をまったく無視して頭越しに合意された 

ものであり、キャンプ・ハンセン演習場での陸上自衛隊第一混成団の訓練は 

一方的な基地負担の押し付けのなにものでもない。陸上自衛隊第一混成団は 

地元の懸念を欺くかのごとく昨年１１月には、米海兵隊がイラクから持ち帰っ

た簡易手製爆弾（ＩＥＤ）を用いた研修を、米海兵隊と共に行なっている。今

後、レンジを使用した射撃訓練も予定されており、断じて許すことはできない。 
米軍が金武町に駐留以来、米兵による殺人・婦女子の暴行等数多くの事件、

事故を起こし、住民の人権を蹂躙してきた。また、本町は演習による山火事、

騒音、異臭、被弾、跳弾、赤土汚染等の被害をこうむり、理不尽な犠牲を強い

られてきた。現在においても実弾演習、爆破訓練、都市型戦闘訓練、ヘリに  

よる離発着及び民間上空での旋回訓練等が昼夜を問わず行われており、極めて

異常な事態は明らかで、安寧な住民生活が脅かされているのが実情である。 

これ以上の基地機能の強化負担は断じて許されない。 
よって、県は県民の生命・財産・生活環境を守る立場から、下記の事項が  

速やかに実現されるよう要請します。 
 

記 
 

１．陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用合意の撤回 
 
 

平成１９年９月２８日 
沖 縄 県 金 武 町 議 会 

 
 
あて先   沖縄県知事 
      沖縄県議会 
 
 
 


